
　国民健康保険加入者の医療費が、入院や
外来の診療などで高額になる場合、「限度
額適用認定証」や「高齢受給者証」などを
提示することで、一つの医療機関などでの
１カ月ごと窓口支払額（保険診療分）を自
己負担限度額までにとどめることができま
す。（１カ月当たり自己負担限度額は、所
得などに応じて異なります）
　また、住民税非課税世帯の方は「標準負
担額減額認定証」を提示することにより、
食事代も合わせて減額になります。

　国民健康保険に加入していた方が、新たに勤務先の健康保険に加入された場合や、勤務先を離職、退職
などされた方で、社会保険の任意継続をしない場合は、市民課、福祉課または豊田支所地域振興課の窓口
で国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要となります。

　70 歳未満の方と 70 歳以上の非課税世帯などの方が、
認定証の交付を受けるに当たっては、福祉課または豊田
支所地域振興課の窓口で、事前に申請をしてください。
　ただし、所得の申告などをされていない場合、自己負
担限度額の適用区分判定ができないため、申告などを済
ませていただいてからでないと認定証を交付できない場
合があります。
　なお、70 歳以上 75 歳未満で、現役並みに所得がある
方と一般の方は、「高齢受給者証」を提示することで、
自己負担限度額までの支払いとなりますので、申請の必
要はありません。

①事前に認定証の申請

②認定証の交付

限度額適用認定証を利用する場合の流れ

市役所 病院・薬局など

③認定証を提示

※窓口支払いが
　一定上限額に

「国民健康保険限度額適用認定証」をご利用ください

加入・脱退手続きをお忘れなく

高額な医療費の窓口支払を
軽減できます

認定証の交付は
事前に申請が必要です

　ご家族に勤務先の健康保険などに加入している方がいる場合、国民健康保険に加入されている方が、ご
家族の扶養となり、勤務先の健康保険などに加入できる場合があります。勤務先の健康保険などの加入に
より、国民健康保険税の負担が軽減される場合もあります。
　なお、各保険者ごとに要件が異なりますので、勤務先の健康保険の担当者にご相談ください。

社会保険などの扶養の手続き

問い合わせ先
福祉課国保医療係　☎（２２）２１１１（内線２９６）
地域振興課市民生活係（豊田支所内）　☎（３８）３１１１（内線１３１）

手続きの際に必要なもの
◆加入（勤務先を離職、退職などされた方）
・勤務先で発行される健康保険離脱証明書など
・届け出する方の印鑑と運転免許証など
・年金手帳（２0 ～ ６４ 歳の方）
・年金証書（６0 ～ ６４ 歳の方）

◆脱退（勤務先の健康保険に加入された方）
・勤務先から発行された健康保険証
　(本人と被扶養者分 )
・市の国民健康保険証
・届け出する方の印鑑と運転免許証など

被扶養者となれる主な認定基準
・６0 歳未満で、年間収入が １３0 万円未満の方
・６0 歳以上で、年間収入が １８0 万円未満の方
・障害年金の受給要件に該当し、年間収入が １８0 万円未満の方{

２0２０１４．２ 広報なかの



問い合わせ先
健康づくり課健康管理係（中野保健センター内）　☎（２２）２１１１（内線２４２）

Ｎo.28

健康広場「なかの」

２1 広報なかの ２０１４．２

健康長寿を支える保健補導員

保健補導員会活動内容
各種健（検）診への協力
・申込書の配布や回収
・受診の呼びかけ
・当日の協力

健康に関する学習・体験
・尿中塩分検査
・健康まつりなど

活動の目的
○地域に健（検）診受診による
効果を広め、受診率のアップ
につなげる

○受診者が受けやすくなるよう、
健診当日の流れを円滑にする

○健康に関する学びを生かして
実践する

○学び、実践したことを家族・
地域に広める

目標
市民の健康
度の向上を
目指します

増え続ける中野市の医療費

医療費削減に効果的！毎年の健診受診
　継続して特定健診を受診すると、生活習慣病を未然に防ぐことができ、一人一人の医療費も少なくて済
みます。その結果、全体の医療費の削減につながり、保険料（税・掛金）の増加を抑制し、個人の経済的
負担も少なくて済みます。
　医療の発達により平均寿命が伸び、高齢まで人生を送れるようになりましたが、誰もが「健康な状態」
で長寿を目指したいものです。毎年健診を受診し生活習慣を見直すことは、自分の健康を維持し、生活の
質を高めるために大切なことです。より良い生活のために健診受診に努めましょう。

要医療値の割合の比較
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糖尿病：ＨｂＡ１ｃ（ＪＤＳ）ＬＤＬコレステロール 中性脂肪
6.1％以上 １４０ ｍｇ/ｄｌ以上 3００ ｍｇ/ｄｌ以上

※Ｈ ２０ ～ ２３ 中野市特定健診（４０ 歳～ ７４ 歳、人間ドック分含む）結果より

新規受診者

継続受診者

　特定健診の「新規受診者」と「毎
年継続して受診している人」では継
続受診者の方が、血液検査数値が良
い傾向にあります。
　これは、継続して健診を受けるこ
とで、身体の異常に早く気が付くこ
とができ、生活改善や医療機関受診
につながるためと考えられます。

284,713 円
271,827 円

258,411 円
247,774 円

283,791 円

市民一人当たりの国民健康保険医療費
５年間で
約３万７千円の増加

※長野県国民健康保険団体連合会事業年報数値より
　医科・歯科・調剤・食事生活療養費・訪問看護療養費・療養費の合計
　（被保険者数は年度平均を利用）

　市の国民健康保険医療費は、年々増加の
一途をたどっています。その背景として、
医療費と共に増え続ける「生活習慣病によ
る治療者」の増加が考えられます。
　国民健康保険に加入している人
の約４割が生活習慣病により治療
を受けています。
　生活習慣病は、普段の生活習慣
の改善で、予防することができる
病気です。

毎年健診を受診している
人の方が数値が良い！

～２年任期で各区から選出された 480 人が決まりました～


